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取引参加者における顧客による不公正取引の防止のための売買管理体制の整備について 

平成 17 年 10 月 26 日 

株式会社 名古屋証券取引所 

項目 内容 備考 

Ⅰ．趣旨 当取引所では、市場における有価証券の売買等の公正の確保を図るた

め調査等を行っているが、取引参加者においても、不公正な取引を未然

に防止するよう売買管理体制が適切に整備されていることが必要であ

ると考える。 

そこで、取引参加者における顧客による不公正な取引を防止するため

の売買管理体制を整備するため、社内規則の制定その他の必要な措置を

定めることを内容とする規則を制定することとする。 

・ 本対応は、日本証券業協会「証券会社に

おける売買管理体制の整備等に関するワ

ーキング・グループ」の検討を踏まえた

ものである。 

・ 現行法において証券会社には、証券会社

の行為規制等に関する内閣府令第４条第

３号及び第 10 条第 10 号において、それ

ぞれ作為的相場の形成につながる受託の

禁止及び当該受託を防止するための売買

管理体制の整備が求められている。 

Ⅱ．概要   

１．売買管理体制の整備 取引参加者は、以下の措置を講じることにより、当取引所の市場にお

ける有価証券の売買等に関する売買管理体制を整備するものとする。 

 

 

（１）社内規則の制定 取引参加者は、当取引所の市場における有価証券の売買等に係る売買

管理に関して、以下の事項について規定した社内規則を定めなければな

らないこととする。 

① 顧客の売買動向及び売買動機等の的確な把握に関する事項 

② 売買管理に係る組織・権限等に関する事項 

③ 売買管理業務上の参考情報に関する事項 

④ 売買審査対象顧客の抽出に関する事項 

⑤ 売買審査に関する事項 
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項目 内容 備考 

⑥ 売買審査の結果に基づく措置に関する事項 

⑦ その他売買管理に関し必要と認められる事項 

 

（２）顧客の売買動向及

び売買動機等の的確な

把握 

取引参加者は、上記の社内規則に基づき、適時、モニタリング等を行

うなどにより顧客の売買動機等の的確な把握に努めるものとする。 

 

 

 

（３）売買審査 取引参加者は、上記の社内規則に基づき、以下の方法に従って売買審

査を行うものとする。 

・ 売買審査の対象となる顧客の抽出は、別表に掲げる銘柄及び顧客に

ついて、当取引所が別に定める抽出基準に従い行う。ただし、顧客

管理体制等を勘案し適切と認められる場合は、当該抽出基準を変更

することができる。 

 

 

・ 上記ただし書にかかわらず、非対面取引（顧客からインターネット

等を利用して発注された株券等の売買注文が機械的に認識・処理さ

れる取引）により行われたものについては、当取引所が定める分析

に係る項目に従い売買審査を併せ行うこと等により、当該抽出基準

に従い抽出される顧客に対して審査を行った結果と比較して同等

程度の審査結果が得られると認められる場合を除き、当該抽出基準

を変更することができない。 

・ 抽出された顧客が行った取引について、当取引所が別に定める分析

に係る項目その他の項目のうち必要なものについて売買審査を行

うものとする。 

 

 

・ 勘案される「顧客管理体制等」とは、顧

客の属性及び取引実態等を的確に把握す

るための管理体制等をいい、例えば顧客

の投資意向を的確に把握するための方法

や顧客面談の実施に関する社内ルールの

整備状況等により判断する。 

・ 同一顧客が非対面取引と対面取引を併せ

行っている場合は、非対面取引として管

理することとする。 

・ 「同等程度の審査結果が得られる」とは、

左記の手段等により、同等程度の数の不

公正取引のおそれのある取引を抽出する

ことができることをいう。 
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項目 内容 備考 

・ 売買審査を行った結果、不公正な取引につながるおそれがあると認

識した場合には、当該取引を行った顧客に対して注意喚起を行うと

ともに、改善が見られない場合には注文の受託を停止する等の適切

な措置を講ずることとする。 

 

（４）社内記録の保存  取引参加者は、以下についてそれぞれ社内記録を作成し、最低５年間

保存することとする。 

・ 非対面取引に係る抽出基準を変更した場合、その変更理由。 

・ 売買審査の分析結果（不公正取引に該当しないことが明らかな場合

を除く）及び顧客への措置等。 

 

 

 

 

２．売買管理担当部門の

責務 

取引参加者の売買管理担当部門においては、上記の社内規則について

役職員に周知・徹底を図るとともに、適宜、実態との整合性を勘案し、

必要に応じて見直しを行う等、その実効性を確保することとする。 

 

 

Ⅲ．実施時期 当取引所が別に定める日から施行する。 

 

 

 
以 上 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注１） 証券取引法第三十四条第二項第一号の投資一任契約及び証券会社の行為規制等に関する内閣府令第一条第一項各号に掲げる契約に基づいて行う売買については、その

顧客を抽出の対象から除くことができる。 
注２） 立会外売買（証券取引所の定める規則による売買立会によらない方法による有価証券の売買をいう。）及び取引所有価証券市場外での売買については、その顧客を抽

出の対象から除くことができる。 

 

 銘柄  顧客 

1 
当該取引参加者の売買関与率が高い銘柄 

1
特定銘柄について売買関与率の高い顧客 

2 
当該取引参加者が立会終了時を含む一定の時間

帯において売買を行った銘柄 
2

特定銘柄について、立会終了時を含む一定の時

間帯において売買を行った顧客 

3 
当該取引参加者が同一時刻及び同一値段におけ

る売付け及び買付けを行った銘柄 
3

特定銘柄について、同一時刻及び同一値段にお

ける売付け及び買付けを行った顧客 

4 
当該取引参加者が目立った注文の取消し又は劣

後する値段への変更を行った銘柄 
4

特定銘柄について、目立った注文の取消し又は

劣後する値段への変更を行った顧客 
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不公正取引の疑いについて情報提供が行われた

場合において、その対象となった顧客 

  6 その他不公正取引を行った疑いのある顧客 

別 表 


